
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

〒092-0062 美幌町字西 2 条北 4 丁目 1 番地 

℡(0152)-73-2019 又は 73-4430 fax(0152)-73-4494 

不審者の通報･相談は、まずは警察へ! 

令和７（2025）年度 
できること 

  いっぱい 

   みつけよう 

生 

活 

緊急連絡は「マチコミメー

ル」でお知らせします(電話連絡

網はありません)。 

配
信
例 

不審者情報、臨時休校、 

学級閉鎖、下校について等 

①メールの登録、アドレス変更による

再登録は、各家庭でお願いします。 

②マチコミ登録方法（登録用メールア

ドレス･登録手順等）は、別紙プリ

ントや学校 HP でご確認ください。 

③電話連絡が必要な方は、その旨を担

任･学校へ直接お伝えください。 

①学校へ電話される際は、最初にお子

さんのクラスと名前をお伝えくださ

い。また、電話番号を非通知でおか

けの場合はつながらない設定になっ

ています (不審電話と区別するため)。 
 

②児童が登下校する時間帯は、校地内

への車両乗り入れをご遠慮くださ

い。 
 

③お子さんが遅刻･欠席をする際は、

朝８時までに学校へ連絡ください。 
 

④校舎に入る際は、玄関インターホン

を押してください。 

①欠席・遅刻の電話連絡は 7:40～8:00

の間でお願いします。連絡をいただけな

いと、担任が安否確認のために教室を離

れる場合が生じ、登校した児童の学習に

大きな影響を及ぼします。 

②体育等の見学の際は、保護者が担任へ直

接ご連絡ください。 

③早退の際は安全確保のため、保護者のお

迎えをお願いします。 

④マチコミメールの「お休み連絡」でも欠

席・遅刻の連絡が可能です。 

８：１０までに登校しましょう。 

①決められた通学路で登下校させてください。 

②8:10 までに教室へ入り、準備を済ませ

るようにしてください。 

③安全のため、早く登校し過ぎないようご

協力ください。【7:45 解錠】（けが等に

対応できません。） 

最終下校 15:３0(ﾊﾞｽは 15:45) 

 

～児童に向けた主な約束～ 
 

①友達や近所の人に進んであいさつを

する。 
 

②保護者の許可なく、友達の家等に泊

まったり、子供だけで町外へ行った

りしない。 
 

③登下校時、寄り道しない。 
 

④外出するときは、「誰と･どこへ･何

時に帰る」かを家の人に知らせる。 
 

⑤知らない人の誘いについて行かな

い。 

※携帯電話について、特別の事情が

ある場合は、申請書を提出し学校

長の承認を得ることになります。

（問合せは教頭まで） 

鉛  筆 

(3～5 本) 

・２Ｂ～ＨＢ 

・シャープペンシル不可 

消しゴム ・ねり消し等は不可 

ミニ定規 
・１０～１５ｃｍ 

・飾りの無い透明な物 

赤ペン ・赤えんぴつも可 

 

①上記の物に加えて、三角定規、コン

パス、分度器等についても、学習に

集中できるように、シンプルで丈夫

な使いやすい物をご用意ください。 

②持ち物には、全て名前をつけてくだ 

さい。 

③その他の持ち物については、学年通

信等で担任から連絡があります。 
 

●朝読書 

月 火 水 木 金 

8:10～8:20 

 

各学年で使用するノートのめやす 
 

国 語 算 数 
理科 

社会等 

１年 

10 マス 

22mm×7 行 

十字リーダー入り 

７マス 

18mm×7 行 

十字リーダー入り 

 

２年 

15 マス 

15mm×10 行 

十字リーダー入り 

17 マス 

12mm×17 行 

 

３年 
18 マス 

12mm×12 行 

5 ㎜方眼罫 

リーダー罫入り 

10mm ごとに太線 

4 年 

5 ㎜方眼罫 

リーダー罫入り 

10mm ごとに太線 

5 年 5 ㎜方眼罫 

リーダー罫入り 

10mm ごとに太線 

外国語は英習罫８段 
6 年 

※1 年生の１冊目は学校で一括購入します。 

①発音や流ちょうさ等の話し方、こ

とばの理解･表現、コミュニケーシ

ョン、学習、行動等、お子様の

様々なご心配について、教育相談

をお受けします。 

 

②早めの対応が必要な場合もありま

すので、まずは担任･学校へお気軽

にご相談ください。ことばの教室

担当教諭を紹介いたします。 

教育相談 お気軽に 

５月～ ８月 午後６時 

９月～１０月 午後５時 

１１月～ ２月 午後４時 

 ３月～ ４月 午後５時 

不審者等の情報は、まず警察

へご相談ください。 

■持ち物に名前をつける 
 

■ハンカチ・ティッシュ 
 

■体育の時はジャージ等、

運動しやすい服装 

■携帯電話 ■お金 

■学習に必要のない物 

【教科書】 

生活、社会、理科、図工、 

音楽、家庭、保健 

 

【その他】 

副読本、地図帳、資料集 

学年 1･2 年生 3･4 年生 5･6 年生 

時
間 

１年：10 分以上 
２年：20 分以上 

３年：30 分以上 
４年：40 分以上 

５年：50 分以上 
６年：60 分以上 

宿
題
・
自
学 

宿題 

マスター 
先生からの

宿題に取り

組む。 

自学 

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ 
宿題以外

にも少しず

つ自学に取

り組む。 

自学 

マスター 
宿題が出

なくても、

予習･復習等

の自学に取

り組む。 

※『家庭学習の手引き』を参考にして

ください。家庭学習は毎日決まった

時間・場所で取り組み、習慣化を図

りましょう。 

 

登校から下校までのけがは「日本

スポーツ振興センター」の対象にな

ります。けがをして病院や整骨院で

治療を受けた場合は担任又は養護教

諭にご連絡ください。必要書類をお

渡しします。 

①朝 8:00 以前は、管理職等の一部

職員による対応となることをご理

解願います。 

②月に 2 日以上の｢定時退勤日｣を設

定しています。16:30 以降、教職

員が不在となります。 

③17:00～翌朝 7:40、電話は自動

音声対応となります。 

教職員不在時の緊急連絡先 

教育委員会学校教育グループ担当 

℡ ７７－６５５７ 

８：００～１６：３０ 

（町費負担職員を除く） 

①児童の安全確保のため、登下校時間

帯については、保護者の皆様も含め

て一般車両の校地内乗り入れをご遠

慮いただいております。 

 

②事情がある場合については、「特別駐

車許可証」を発行しますので、担任･

学校へご相談ください。 

毎 

日 

禁
止 

帰
宅
時
刻 

欠席・遅刻・早退・見学 

※各学年で、宿題や予習･復習等で活

用する教科書類が異なりますので、

詳しくは年度当初の学年便り等で確

認してください。 

 

※家庭学習で必要な場合は持ち帰り、

忘れずに持って来ましょう。 

※学校図書館や町立図書館の本、教

室にある本や各自で用意した本な

どを読みます。 

 

●学習サポート 

通 常：放課後(午後 3 時 50 分まで) 
 

夏･冬休み：5 日間ずつ(9:00～10:45) 

※利用する場合は、保護者からの申 

 込が必要です。 

～望ましい学習習慣の定着を目指して～ 

登校・下校・帰宅時刻 服装・持ち物 校外での約束 校舎前駐車場の交通安全 緊急時の連絡 

筆箱の中身 学校に置いてもよい教科書等 ノート・学習用具 朝読書・学習サポート 家庭学習 

教職員の勤務時間 児童の安全のために ことばの教室 PTA 活動 

学 

習 

そ
の
他 

【広報部】 

年間数回発行するＰＴＡ広報の内

容 検討、取材等。 

【生活部】 
 街頭指導や巡視活動。 

【施設部】 
 落ち葉拾い、運動会の席取り等。 

【研修部】 
 研修会の準備・参加。 

【保体部】 
 運動会 P 種目・清掃・テント設営等の手伝

い。給食試食会の運営。 

学校でけがをして病院に行ったら 
学校では、下記の徴収金があります。 

口座振込での集金をお願いしています。 
 

１ PTA 会費 

（令和６年度は年額 1,200 円） 
 

２ 教材費 
※教材費の金額は、学年により違いま

す。学年通信等で連絡しますのでご

確認ください。 

 

※いずれも〆切り厳守でお願いいたし

ます。 

集金のお願い 

登校 ８：１０までに登校 

朝読書  ８：１０～ ８：２０ 

朝の会  ８：２０～ ８：３０ 

１校時  ８：３０～ ９：１５ 

２校時  ９：２０～１０：０５ 

中休み １０：０５～１０：２５ 

３校時 １０：２５～１１：１０ 

４校時 １１：１５～１２：００ 

給食 １２：００～１２：４０ 

清掃 

昼休み 
１２：４０～１３：００ 

５校時 １３：００～１３：４５ 

６校時 １３：５０～１４：３５ 

帰りの会 １４：３５～１４：４５ 

※清掃は通年で給食後(月・水・金)

に行います。 

 

日課表 

※１つの傷病に係る初診から治癒まで

に要した自己負担額の合計金額が

1500 円以上のものに限ります。 

※美幌町の「子ども医療費受給者証」

は、学校でのケガでは使用しないで

ください。 

7:45～8:10、13:15～15:15

は、保護者車両の校地内への乗 

り入れは禁止です。 

①各部のあり方や活動の詳細につ

いては、PTA 総会にて提案され

ます。 

 

②ここ数年は、実施する活動があ

る際に、必要に応じて参加者を

募って活動しています。今年度

も同様にお知らせしますので、

ご協力をお願いします。 

学校への電話の際、まず、お子さん

のクラスと名前を伝えてください。

（不審電話と区別するため） 

よくわかる！ 美幌町立美幌小学校 


